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食品衛生法施行規則の一部を改正する省令等について（平成 20 年４月

22 日付食安発第 0422001 号）（抜粋） 

 

 

第６ 関係通知の改正関係 

 

１  管理運営基準ガイドラインの一部改正について 

(１ ) 改正の内容 

今般発生した食品による薬物中毒事案を踏まえ、食品等事業者に

おいて苦情等の情報を集約するシステムを導入するよう指導すると

ともに、これらの情報を行政に報告する仕組みを構築する必要があ

ることから、今般、管理運営基準ガイドラインを別添２[PDF]のとお

り改正し、食品等事業者が食品等に関する消費者からの健康被害や

法に違反する食品等に関する情報について、保健所等へ速やかに報

告する旨を追加したものである。 

ついては、各都道府県、指定都市及び中核市において、本改正を

踏まえて、関係条例の改正について検討されるようお願いする。 

(２ ) 運用上の注意 

ア  健康被害事案であるか否かの判断は、医師の診断結果に基づく

ものとしたことから、食品等を製造、加工又は輸入する食品等事

業者に対し、消費者等からの食品等に係る苦情において、体調異

常の訴えがあった場合は、医療機関の受診を勧奨するよう指導さ

れたいこと。 

イ  食品等を製造、加工又は輸入する食品等事業者に対し、広域流

通食品等に係る苦情を集約し、散発事例の共通性を抽出・解析で

きるような仕組みを構築するよう指導されたいこと。 

ウ  食品等に係る苦情について、集約・解析の結果、法に該当する

か判断できない事案を確認した場合、又は複数の同様の事案を確

認した場合は、保健所等へ相談するよう指導されたいこと。 

エ  自主検査等において、法に適合しない事由が認められ、かつ当

該食品が流通している場合には、速やかに保健所等に報告するよ

う指導されたいこと。 

オ  犯罪性が高いと判断される事案については、直ちに、警察に通

報するとともに、保健所等へ情報提供するよう指導されたいこと。 

カ 器具、容器包装及びおもちゃに起因する健康被害等についても、

食品による健康被害等と同様に対応されるよう留意されたいこと。 

 

２  （略） 
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